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 基本目標・方針と推進施策 

１ 基本目標・方針 

自転車を取り巻く状況やこれまでの取り組みによる成果、課題を踏まえ、自転車の安全な利活用

を推進するための本計画における基本目標と基本方針を以下のとおりとします。 

 

 
これまでの取り組みを活かし、自転車の安全利用推進・通行環境整備によって、自転車利用者の

みならずみんなの安全をまもるとともに、自転車の更なる利用拡大を図ることで、地域と地域のつ

ながりが深まり、誰もが安全・安心・快適に移動できる生活環境がひろがるまちの実現を目指しま

す。 

 

基本方針１：自転車安全利用意識の浸透とルール遵守  

・自転車に関する交通事故を未然に防止するため、近年の道路交通法改正の内容を踏まえたう

えで、自転車における交通ルールの周知のほか、遵守に対する交通安全意識の向上に努め、

みんなが安全・安心に暮らせる社会の実現を目指します。 

・学校や事業者などの関係団体と協働で自転車の安全利用の啓発活動に取り組むとともに、世

代や出身国等が異なる多様な市民に対し、幅広い安全教育を推進します。 

 

 

 

基本方針２：自転車の安全で快適な移動を促す都市環境の拡充  

・自転車通行空間の整備によって、自転車が地域の重要な移動手段として機能するように、自

転車がより安全かつ快適に移動できる都市環境を作るとともに、歩行者はもとより、自転車

と通行空間を共有する多様なモビリティの利用ニーズに対応した道路空間を形成します。 

・市街地における自転車の快適利用、交通結節機能の強化、路上放置防止のため、良好な駐輪

環境の構築及び駐輪場の利用促進を図ります。 

 

 

基本方針３：自転車を活かしたまちの魅力向上 

・小回りが利き目的地に直接到着できることや、気兼ねなく乗り降りができる自転車の強みを

活かして、地域活性化を図ります。 

・モビリティが多様化する中、自転車の利用は健康に良いことや、自転車はカーボンニュート

ラル実現に向け環境にやさしい移動手段であることに加え、自転車に乗ることで得られる爽

快感や達成感など自転車の魅力を PR することで、自転車の利用を促進します。 
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２ 施策の体系 

前節にて示した基本方針に基づき、対応する施策を次のとおり整理します。 

なお、施策の実施にあたっては、各施策を相互に関連させながら取り組みを進めることで、基本

目標の実現を目指します。 

また、基本目標を実現するため、各施策の基本的な方針や各種取り組みの内容などについて、こ

どもや高齢者、日本語能力が十分でない外国人を含め、誰もが必要な情報を入手できるよう、ユニ

バーサルデザインの発想を用いながら、分かりやすく丁寧な情報提供に取り組みます。 

 

表 ４.１ 基本方針に対応する施策の体系 

基本方針 施策の体系 

基本方針１： 

自転車安全利用意識の浸透とルール遵守 
 

・誰もが自転車ルールを知ることのできる機会を創出

する 

・自転車利用時のルール遵守に対する意識や交通安全

意識を育む 

（１）多様性を意識した交通安全教育の推進 

（２）自転車利用者以外へのルール周知 

（３）協働による自転車安全利用意識を高めるた

めの交通安全活動及びルール啓発の推進 

基本方針２： 

自転車の安全で快適な移動を促す都市環

境の拡充 
 

・自転車と通行空間を共有する誰もが安全かつ快適に

利用できる道路空間の整備を進める 

・自転車を快適で便利に停められる駐輪環境を整える 

（４）地域環境に応じた自転車ネットワーク路線

の選定・整備 

（５）自転車通行空間の安全性及び快適性の向上 

（６）駐輪環境の改善及び駐輪場の利用促進 

基本方針３： 
自転車を活かしたまちの魅力向上 
 

・自転車利用を通じ、まちのにぎわいを創出する 

・健康に良く、環境にやさしい自転車を気軽に楽しむ

ことのできる社会を形成する 

（７）自転車を活用したまちの活性化 

（８）シェアサイクル＊の利活用促進 

（９）自転車の魅力に関する情報発信 

（１０）自転車に親しむ機会の創出 
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表 ４.２ 基本方針ごとの推進施策一覧 
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56.1%

62.5%

54.5%
59.8%

56.2% 57.9%

50%

60%

70%

80%

90%

令和２年度

(n＝7,038)

令和３年度

(n＝5,542)

令和４年度

(n＝5,339)

令和５年度

(n＝5,002)

令和６年度

(n＝5,295)

令和７年度

(n＝5,041)

81.7 ％
79.9 ％ 80.9 ％ 79.8 ％ 78.8 ％ 79.9 ％

50%

60%

70%

80%

90%

令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度令和７年度

n=800

３ 推進施策 

 基本方針１：自転車安全利用意識の浸透とルール遵守                        

（１） 多様性を意識した交通安全教育の推進 

 

施策１ 幼少期における自転車の基本的な交通ルールの教育                 

（施策の考え方） 

仙台市内における自転車の事故件数は減少傾向にあるものの、依然として多く発生している状

況がみられ、自転車利用ルールの理解度は８割程度となっていますが、遵守率は６割弱です。 

自転車に乗り始める時期から、交通安全教育を継続的に実施することで、自転車の安全利用意

識向上を図る取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 ４.１ 自転車利用ルールの理解度・遵守率の推移【再掲】 

資料：自転車に関するＷＥＢアンケート調査（各年度） 資料：自転車ルール・マナー実態調査（各年度） 

 

（具体的な取り組み） 

①幼児・児童向け交通安全教室の実施 

②小学校における交通安全教室の実施 

③交通公園における自転車安全利用教室の実施 

 

 

 

 

 

 

図 ４.２ 児童を対象とした交通安全教室   図 ４.３ 小学校における交通安全教室   図 ４.４ 南小泉交通公園における 

   自転車安全利用教室  

 

 

 

 

  

理解度 遵守率 

※令和 2 年度と令和 3 年度以降で集計対象地域が異なる 
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～14歳

11.4 %

15～19歳

24.6 %

20歳代

15.3 %
30歳代

12.4 %

40歳代

11.9 %

50歳代

13.5 %

60～64歳

2.1 %
65歳～

8.7 %

施策２ 中学・高校等における地域の交通安全を考える実践的な教育の実施          

（施策の考え方） 

市内自転車事故死傷者のうち、若年層（15～19 歳）の占める割合が最も高く、全体の約４分

の１を占めています。 

生活の行動範囲が広がり、通学などの移動手

段として積極的に自転車を利用し始める中高生

等を対象として、危険予測や回避など自転車の

安全な利用方法を対話を通して主体的に学ぶこ

とにより、自分自身の日常での実践につなげま

す。また、併せて学校や地域などでの安全利用

を促す力を身に付ける教育の実施に取り組みま

す。 

 

 

     図 ４.５ 市内自転車事故による年齢別死傷者の割合（令和７年）【再掲】 

資料：宮城県警察 

（具体的な取り組み） 

①中高生を対象とした実演型の交通安全教室の検討・実施 

②新入学高校生に対する自転車ルールブックの配布 

③自転車の安全利用に関する中高生の主体的な学びのためのワークショップ等の実施 

 
 
 

図 ４.６ 交通安全に関する地域課題研究授業 図 ４.７ 自転車ルールブック 

 

（総人数:378 名） 
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施策３ 保護者や社会人、高齢者等に対する交通安全教育の機会の創出            

（施策の考え方） 

こどもの交通ルールを守る意識を醸成するためには、保護者をはじめとする大人に対する教育

を併せて実施し、地域全体で交通安全意識を高めていくことが必要であることから、児童・生徒

の保護者や高齢者などに対する交通安全教育の機会の創出を図ります。 

また、社会人が自転車を利用する際の交通ルール遵守や事故防止に向け、事業者への交通安全

に関する情報提供等を推進します。 

 

（具体的な取り組み） 

①幼児の保護者を対象とした交通安全教室の実施 

②小中学生の保護者を対象とした自転車安全利用の情報発信 

③高齢者向けの自転車安全利用講習会の実施 

④企業等における交通安全教育の支援 

 

 
 

図 ４.８ 児童の保護者向けの 

      交通安全啓発チラシ 

図 ４.９ 高齢者向け交通安全教室 

 

 

図 ４.１０ 視覚障害者の同乗を想定したタンデム自転車乗り方講習会の事例 

資料：米子市ＨＰ 
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施策４ 外国人向けの交通安全教育の推進                          

（施策の考え方） 

本市で生活する外国人住民が通勤・通学など日常の移動手段として自転車を利用する中、日本

の交通ルールやマナーに十分に慣れていないことが課題となっています。そのため、言語や文化

の多様性に配慮した交通安全教育を実施し、自転車利用におけるルール遵守と交通安全への意識

を高めることで、多文化共生社会の形成を目指します。 

 

（具体的な取り組み） 

①外国人向け交通安全教室の実施 

②多言語対応の交通安全ポスターの掲出・配布 

 
 
 

図 ４.１１ 外国人向け交通安全教室 図 ４.１２ 多言語ポスター 

 

施策５ 交通安全教育の実施支援                              

（施策の考え方） 

効率的に交通安全教育を実施するためには、授業等の様々な場面で活用可能なツールの充実が

求められることから、学校の交通安全教育担当者等に対する情報提供等に取り組みます。 

また、地域住民の模範となるよう、本市職員に対する研修会の実施など交通安全教育の取り組

みを推進します。 

 

（具体的な取り組み） 

①教育・啓発教材作成等による交通安全教育の実施支援 

②学校の交通安全教育担当教員に対する情報提供 

③市職員に対する研修の実施 

 
 
 

図 ４.１３ 教育・啓発教材作成等による 

交通安全教育の実施支援 

図 ４.１４ 市職員に対する研修 
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94.0%

88.9%

81.3%

76.9%

71.3%

67.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車道通行が原則

車道通行時は車道の左側端を通行

指示標識がある歩道を通行時は徐行

指示標識がある場合は歩道通行可

こども、高齢者、身体障害者は歩道通行可

歩道通行時は車道寄りを通行

n=800

※複数回答

（２） 自転車利用者以外へのルール周知 

 

施策６ 様々な広報手段による効果的な広報・情報発信の実施                  

（施策の考え方） 

自転車ルールの認知度は、「自転車は車道通行が原則」が 94.0％と高いものの、「歩道通行時は

車道寄りを通行」が 67.4％と低く、その内容によって認知の程度に差がみられています。 

そのため、スマートフォン等の利用が多い若い世代に対してＳＮＳ等を活用した情報発信を行

うなど、年代に応じた広報手段による周知・浸透を図る取り組みを進めます。 

また、本市が行うイベントや民間団体・関係機関が行うイベントなど、様々な機会を活用した

啓発を行い、自転車の安全利用を楽しく学べる環境の充実に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１５ 自転車ルールの認知度【再掲】 

資料：自転車に関するＷＥＢアンケート調査（令和７年度） 

 

（具体的な取り組み） 

①情報誌・ラジオ・ＷＥＢ・ＳＮＳ等、対象とする年代に応じた広報手段による、条例や自転車

の安全利用に関する情報発信の実施 

②自転車の安全利用を楽しく学べる啓発イベントの実施 

 

0 

図 ４.１６ イベントにおける啓発 
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施策７ 自転車通行空間のドライバーへの周知                        

（施策の考え方） 

自動車のドライバーに、自転車は、車道の左側を通行することが原則であることや、自転車の

右側を通過するときは十分な間隔の確保又は徐行を行うことなどについて広く周知し、浸透を図

ります。 

また、自転車利用者も交通ルールを遵守しつつ、歩行者、自転車、自動車が互いを理解し、譲

り合う意識の醸成を図ります。 

 

（具体的な取り組み） 

①自動車ドライバー向けに、自転車の通行区分及び自転車追い抜き時の側方間隔などに関する

啓発を実施 

②シェア・ザ・ロード＊精神の普及・啓発の実施 

 

 

 
 

 

 

 

 

図 ４.１７ 宮城県運転免許センターと連携した周知 

 

図 ４.１８ イオンスタイル仙台卸町店の 

デジタルサイネージを利用した啓発 
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知っている

23.1%

知らない

76.9%

n=800

施策８ 新たなモビリティ（特定小型原動機付自転車）の交通ルールの周知          

（施策の考え方） 

近年、電動キックボード等の特定小型原動

機付自転車が普及しつつある中で、電動キッ

クボードの交通ルールの認知度が低く、自転

車と電動キックボードによる事故の発生等

が懸念されます。 

そのため、電動キックボードの利用者に対

し、交通ルールの周知を行うことで、自転車

利用環境の安全性の確保を図ります。 

 

図 ４.１９ 電動キックボードを利用する際の交通ルールの認知度 

資料：自転車に関するＷＥＢアンケート調査（令和７年度） 

 

（具体的な取り組み） 

①特定小型原動機付自転車等啓発チラシの配布 

②関係団体との協働による安全利用講習会の実施 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

図 ４.２０ 特定小型原動機付自転車等啓発チラシ 

 

図 ４.２１ 電動キックボード 

    資料：株式会社Ｌｕｕｐ ＨＰ 
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動静不注視, 

20.6%

安全不確認, 

7.9%

交差点安全

進行, 2.1%

通行区分, 

2.1%

前方不注意, 

1.3%

一時不停止, 

1.6%

信号無視, 

0.3%
他の違反, 

5.3%

違反なし, 

58.7%

（３） 協働による自転車安全利用意識を高めるための交通安全活動及びルール啓発の推進 

 

施策９ 地域等と連携した交通安全活動の実施                         

（施策の考え方） 

自転車事故による死傷者の約４割には何らかの

交通ルール違反がみられます。また、令和８年４月

からは、道路交通法の改正により自転車等に対する

交通反則通告制度（青切符）が適用され、「ながら

運転」や信号無視などの違反行為への取締りが開始

されます。 

違反行為に伴う自転車事故による死傷者を減少

させるため、地域や学校、警察等の関係機関・団体

と連携し、交通ルールおよびルール遵守の大切さを

周知するとともに、重点的な啓発や指導等の対策を

講じるなどにより、地域の交通安全確保を図ります。 

図 ４.２２ 市内自転車事故による違反種類別 

死傷者の割合（令和７年） 【再掲】 

資料：宮城県警察 

（具体的な取り組み） 

①地域や学校、警察等と連携した自転車安全利用

の啓発・教育等を行うモデル事業＊を実施 

②損害保険会社等と連携した交通安全活動の実施 

③自転車運転者講習制度に関する情報発信 

④自転車事故の発生状況や地域のニーズ等

を踏まえ、警察等と連携した重点的な啓発

や指導等の実施 

⑤地域や学校、警察等と連携した道路交通法の

改正内容の周知 

               図 ４.２３ 地域等と連携した交通安全活動の実施 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

   図 ４.２４ 自転車運転者講習制度の周知チラシ        図 ４.２５ 道路交通法改正の周知の状況  

（総人数:378 名） 
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施策１０ 自転車保険加入・ヘルメット着用促進に向けた取り組みの実施            

（施策の考え方） 

仙台市自転車の安全利用に関する条例により自転車損害賠償保険等への加入が義務化されまし

たが、加入率は６割程度を推移している状況となっています。 

自転車事故により、高額な賠償を請求される事例が全国で発生しており、被害者救済の観点か

らも、全ての自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入を促進します。 

また、改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から全ての自転車利用者のヘルメット

着用が努力義務化されましたが、令和７年度の現地調査ではヘルメット着用率は 13.8%に留まっ

ています。ヘルメットを着用していれば被害の程度を軽減できたと考えられる事故もあることか

ら、自転車利用者の乗車用ヘルメット着用を促進します。 

  

   

 

   

 

 

 

 
図 ４.２６ 自転車保険加入率の推移【再掲】    図 ４.２７ 自転車利用時ヘルメット着用率の推移【再掲】  

資料：自転車に関するＷＥＢアンケート調査（各年度）    資料：自転車ルール・マナー実態調査（各年度） 

 

（具体的な取り組み） 

①損害保険会社や自転車販売店等と連携し、学校や企業等における自転車損害賠償保険等に関

する周知・広報の実施 

②学校や地域に向けたヘルメット着用や安全なヘルメットの選び方などの広報を実施 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 ４.２８ 自転車損害賠償保険の周知チラシ   図 ４.２９ 自転車ヘルメット着用促進の取り組み 

▲マイナビ仙台ホームゲームでの
ヘルメット着用促進CM 放映 

※小数点以下を四捨五入しているため、 

合計が 100％にならない場合がある 

▶自転車用ヘルメット着用モニター
募集ポスター 

※小数点以下を四捨五入しているため、 

合計が 100％にならない場合がある 
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第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

 

施策１１ 自転車の定期的な点検整備の促進や、安全性の高い自転車の利用に関する情報の発信   

（施策の考え方） 

自転車事故を防ぐためには、交通ルールやマナーを守ることはもちろんのこと、故障や不具合

のない自転車を利用することが大切です。 

自転車の定期的な点検及び整備の必要性、安全性の高い自転車の購入に関する情報を発信し、

安全な自転車の利用を促進します。 

 

（具体的な取り組み） 

①自転車の定期的な点検整備や安全性の高い商品の購入を促す情報を発信 

②自転車を利用する方に向けた、自転車の日常点検を促す啓発の実施 

 
 
 

 

 

 

図 ４.３０ ＢＩＣＹＣＬＥ ＲＵＬＥ ＧＵＩＤＥ ＢＯＯＫ 

仙台スマートサイクルライフ 抜粋【再掲】 

図 ４.３１ 自転車点検・整備啓発イベント 
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第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

基本方針２：自転車の安全で快適な移動を促す都市環境の拡充                    

（４） 地域環境に応じた自転車ネットワーク路線の選定・整備 

 

施策１２ 地域環境に応じた自転車ネットワーク路線の選定・整備               

（施策の考え方） 

自転車は「車両」であるとの原則に従い、ガイドラインに基づく車道上での安全な自転車通行

空間の整備を進めます。 

 

（具体的な取り組み） 

①各エリアにおけるネットワーク路線の選定・整備 

②道路空間再構成（無電柱化・バリアフリー化等）に合わせ、自転車通行空間の確保を検討 

 

１）自転車ネットワーク路線整備の基本的な考え方 

自転車は原則車道通行であり、歩道通行は例外であること、自転車が関与する事故が依然とし

て発生しており、自転車・歩行者双方の安全な通行空間の確保が必要であること、また、市民の

自転車ルールの遵守率も低い状況であることから、本計画においてはガイドラインに基づき自転

車道、自転車専用通行帯、車道混在※による安全性の高い自転車通行空間の整備を推進します。 

前回計画では、上記の考え方に基づくとともに、自転車を取り巻く社会状況変化（コロナ禍な

ど）、健康増進やサイクルツーリズムといった自転車の利活用推進等の観点を踏まえた自転車ネ

ットワーク路線を位置付け、整備を推進してきました。 

本計画においては、前回計画にて位置付けた自転車ネットワーク路線を踏襲し、引き続き整備

を推進するとともに、さらなる自転車の利用の推進を図るため、自転車ネットワーク路線の拡充

を図ります。 

 

  

64



第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

 

２）新たな自転車ネットワーク路線の選定の考え方 

さらなる自転車の利用の拡充を図るため、前回計画にて設定した自転車ネットワーク路線を基

本とし、新たな自転車ネットワーク路線の追加を行います。具体的には、ガイドラインの自転車

ネットワーク路線の選定の考え方に基づき、下表の①～⑨を組み合わせて候補路線を抽出し、さ

らに施工の早期実現性等を踏まえて追加を行います。 

表 ４.３ 新たな自転車ネットワーク路線の選定条件 
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第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

３）本計画における自転車ネットワーク路線 

表４．３の考え方に基づき、本計画における自転車ネットワーク路線及びその選定条件を以下

に示します。 

（この地図は、国土地理院地形図を使用している） 

※整備状況は令和７年度末時点 

図 ４.３２ 本計画における自転車ネットワーク路線（都心エリア） 
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第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

 

表 ４.４ 本計画における自転車ネットワーク路線（都心エリア）【前回計画からの継続路線】 (1/3) 

※整備状況は令和７年度末時点 

 
  ※路線毎の延長は計画上の数値
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第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

表 ４.５ 本計画における自転車ネットワーク路線（都心エリア）【前回計画からの継続路線】 (2/3) 

※整備状況は令和７年度末時点 

 
※路線毎の延長は計画上の数値
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第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

 

表 ４.６ 本計画における自転車ネットワーク路線（都心エリア）【新規路線】 (3/3) 

※整備状況は令和７年度末時点 

 
 

 

  

※路線毎の延長は計画上の数値
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第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

【泉中央エリア】 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（この地図は、国土地理院地形図を使用している） 

※整備状況は令和７年度末時点 

図 ４.３３ 本計画における自転車ネットワーク路線（泉中央エリア） 

 

表 ４.７ 本計画における自転車ネットワーク路線（泉中央エリア）【前回計画からの継続路線】 

※整備状況は令和７年度末時点 

 
  

※路線毎の延長は計画上の数値
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【長町エリア】 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（この地図は、国土地理院地形図を使用している） 

※整備状況は令和７年度末時点 

図 ４.３４ 本計画における自転車ネットワーク路線（長町エリア） 

 

表 ４.８ 本計画における自転車ネットワーク路線（長町エリア）【前回計画からの継続路線】 (1/2) 

※整備状況は令和７年度末時点 

 
  

※路線毎の延長は計画上の数値
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第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

表 ４.９ 本計画における自転車ネットワーク路線（長町エリア）【新規路線】 (2/2) 

※整備状況は令和７年度末時点 

 
 

 

※路線毎の延長は計画上の数値
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第４章 基本目標・方針と推進施策  
 

 

 

４）自転車ネットワークの整備形態の選定 

ガイドラインを踏まえ、自転車道、自転車専用通行帯、車道混在の３つの整備形態を基本に、

自動車の交通量や速度等から安全な整備形態を選定します。 

 

（ア） 整備形態選定の考え方 

自転車が関係する交通事故を減らし、自転車本来の通行位置である車道の左側を安全で快

適に通行できるように、車道に自転車通行空間を確保することを原則とします。 

ガイドラインでは、自転車通行空間の整備形態として、自転車道、自転車専用通行帯、車

道混在の３つの整備形態が示されています。 

これらの整備形態について、車道を通行する自転車の安全性向上の観点から、交通状況（自

動車の交通量と速度等）を踏まえ、自転車と自動車の通行空間分離のあり方について検討し

ます。 

また、道路空間の再構成等の機会を捉え、自転車通行空間の確保を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.３５ 交通状況を踏まえた整備形態の選定（完成形態）の考え方 

資料：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（令和６年６月）/国土交通省道路局 警察庁交通局  

 
なお、路線ごとの具体的な整備形態（自転車道、自転車専用通行帯、車道混在）は、上記

の考え方を基本としつつ、道路幅員や支障物件の状況も踏まえ、交通管理者との協議により

個別に選定を行うこととします。 

 

 

（イ） 整備形態の具体内容 

本市における各整備形態の概要及び具体的な法定外表示等の設置方針は、ガイドラインに

準拠して制定した「自転車通行空間における法定外表示ガイドライン/仙台市」に基づくこ

ととします。 

以下に、各整備形態の概要及び具体的な法定外表示等の設置イメージを示します。 
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（矢羽根型路面表示・自転車のピクトグラム表示）  

図 ４.３６ 整備形態の概要と具体的な法定外表示等の設置イメージ 

資料：自転車通行空間における法定外表示ガイドライン/仙台市 

（整備事例は一部国土交通省資料を参照） 

車道混在のイメージ 本市での整備事例 

（市道北一番丁２号線） 

自歩道内での物理的分離による 
自転車道の整備（広島県福山市） 

本市での整備事例 

（市道宮城野通線） 

自転車専用通行帯のイメージ 本市での整備事例 

（市道加茂幹線１号線） 

自転車道のイメージ 
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